
○美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則 

平成１７年３月２２日 

規則第１０８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例（平成１７年美咲町条

例第１７６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（分担金納入通知） 

第２条 条例第４条に規定する分担金は、農業集落排水事業分担金納入通知書（様式

第１号）により受益者に通知するものとする。 

（分担金の減免） 

第３条 条例第６条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水

事業分担金減免申請書（様式第２号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業分担金減

免決定通知書（様式第３号）により受益者に通知するものとする。 

３ 分担金の減免の基準は、町長が別に定める。 

（受益者の変更の届出） 

第４条 条例第７条に規定する受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更

届出書（様式第４号）により行うものとする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の柵原町農業集落排水事業分担金徴収

条例施行規則（平成１１年柵原町規則第６号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年７月１日規則第１７６号） 

この規則は、平成１７年７月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日規則第７号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日規則第２１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

 


